
NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容 対応日

1 天竜福祉工場 その他 4月21日

納品物の未納について 取引先の職員（法人外）より、「4/21
納期分のラバーシーツ10枚が見当たら
ない」との連絡があった。

確認すると、対象品の納品予定データ
入力欄が未入力となっており、納品漏
れが生じていました。謝罪し、翌日納
品する旨を伝えました。
納品データ入力時、未入力にもかかわ
らずチェック印をしており、ダブル
チェックも漏れていました。納品デー
タ未入力のため出荷指示票が発行され
ず、出荷場でも気付くことができませ
んでした。今後、作業の区切りがつく
までは他の対応をせず、データ入力を
行うこととしました。

4月22日

2 天竜福祉工場 その他 4月28日

ドライクリーニング料
金値上がりの未報告に
ついて

取引先の職員（法人外）より、「4月か
らのドライクリーニング料金が上がっ
ているように思えます。確認をしてほ
しい」との話があった。

ドライクリーニングは協力業者にて対
応しております。業者に確認したとこ
ろ、4月より個人客向けのドライクリー
ニング料金の値上げを実施していまし
たが、当事業所への変更連絡を失念し
ていたとの回答がありました。協力業
者社内にて、連絡漏れが起こらないよ
うに是正対策を講じるよう依頼しまし
た。
申立者に対しては協力企業からの回答
内容について説明し、4月分のドライク
リーニング品は従来の金額で対応し値
上げは5月からとさせていただくこと、
改めて正式な文書を持参し訪問する旨
伝え了承いただきました。なお、すで
に請求書が発行されていたため、差し
替えにて対応しました。また、定期的
にドライクリーニングを利用されるそ
の他の事業所様に関しては、料金改定
のお知らせ文書を発行し、5月からの値
上げについて説明し了承いただきまし
た。

4月28日
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3 天竜福祉工場 当会職員 5月6日

納品数間違いについて 製品納品時、取引先施設の職員（法人
内）より、「4/29の注文用紙と納品数
量に過不足がある」との話があった。

申立のあった事業所は5/3（火）が休業
日となっていました。4/29（金）に受
け取った注文用紙では5/6（金）分の変
更依頼となっていましたが、次回納品
日は通常通りの日程（5/3（火））だと
思い込み、5/3（火）分の数量変更を入
力したことが原因です。タオル類は手
持ちの製品を注文数に合わせて調整し
ましたが、下拭きタオルは不足してい
たため、別便で納品対応を行いまし
た。集配者が持ち帰る変更注文書の内
容を確実に指示通り入力するよう徹底
します。

5月11日

4 天竜福祉工場 当会職員 5月9日

納品物の未納について 取引先施設の職員（法人内）より、
「巻き下拭きタオル（黄色）700本が届
いていないため、早急に納品してもら
いたい」との話があった。

謝罪し、早急に納品いたしました。納
入数変更のデータ入力時、定数の巻き
下拭きタオル数を誤って削除したと考
えられます。変更分は間違いなく反映
していましたが、定数の部分を誤って
削除したことには気付きませんでし
た。定数から変更がある場合など、イ
レギュラーな対応の際には定数が入力
されているデータと照合することとし
ます。

5月12日
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5 天竜福祉工場 当会職員 5月13日

クリーニングに出した
靴下が片方分しか戻っ
てこない件について

取引先施設の職員（法人内）より、
「最近、クリーニングに出した靴下が
片方しか戻ってこないことが多いた
め、確認をしてほしい」との話があっ
た。

営業担当が状況の確認を含めて訪問
し、半年の間に片方しか返却がなかっ
た靴下が35足分あることを確認しまし
た。現状、洗いと乾燥の工程で靴下は
ネットから出して対応しているため、
小型洗濯機のドラムの隅に靴下が入り
込み、確認不足により紛失させた可能
性が考えられます。靴下はネットに入
れた状態で洗濯と乾燥を行うこと、洗
濯物を取り出す際にドラム内に衣類残
りがないか確認を徹底することとしま
す。申立者へ原因を説明し謝罪しまし
た。また、紛失した靴下は弁償対応を
行うこと、今後再発防止をしていく旨
を伝えご了承いただきました。

5月17日

6 みのり 当会職員 5月13日

ご利用者の居室清掃未
実施について

取引先施設の職員（法人内）より、
「ご利用者より『今日は（清掃に）来
てくれたけど、昨日は清掃に来てくれ
てなかった』と聞いた。どうしたのか
教えてほしい」との話があった。

当該居室の掃除を失念していた旨伝
え、謝罪しました。当該施設の清掃担
当ご利用者が怪我をしたため、代理ご
利用者が清掃作業を行っていました。
付き添い職員は清掃マニュアルをもと
に代理ご利用者へ指示を出していまし
たが、手書きで修正されたマニュアル
の内容が間違っており、居室清掃を実
施するように伝えることができていま
せんでした。マニュアルの修正は清掃
担当職員が行い、夕礼にて職員に周知
します。今後、作業標準書の様式を変
更する予定のため、改訂日や改訂内
容、担当者名を記載できるようにしま
す。

5月13日
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7 みのり 家族 5月20日

工賃額が下がった件に
ついて

ご家族より、連絡ノートに「昨年度よ
り工賃額が下がった理由について本人
に確認したが、納得できない。今後は
清掃作業や食器洗浄作業はやらず、た
たみ作業のみにしていただきたい」と
の記載があった。

ご家族に連絡し、連絡ノートの記載内
容が不足していたことを謝罪しまし
た。また、工賃が下がった理由につい
て安全面やその他の作業の様子も含め
て総合的に評価させていただいた旨を
説明し、ご本人の作業内容（清掃、食
器洗浄）について了承いただきまし
た。
工賃額が下がったことについて、ご利
用者本人には説明していましたが、ご
家族への説明を怠っていました。通所
中にあった軽微なことについては連絡
ノートを活用し、ご家族に伝えていき
ます。工賃や金銭、重要なことについ
ては電話で連絡を行います。

5月20日

8 天竜福祉工場 その他 5月26日

クリーニングに出した
衣類（下着パンツ）の
未返却について

配送時、取引先の職員（法人外）より
「5/23（月）に納品された衣類（下着
パンツ）が戻ってきていないため、確
認をしてほしい」との話があった。

申し立てのあった衣類を探しましたが
見つかりませんでした。営業担当職員
より、同日に納品した衣類の中に混入
している可能性があることを説明し取
引先へ確認を依頼しましたが、混入し
ていなかった旨連絡があったため、弁
償にて対応することを説明し再度謝罪
しました。衣類クリーニングは、取引
先が記入した伝票をもとに受付時と出
荷準備時に品名、数量をチェックして
います。今回、事業所におけるチェッ
クは実施していましたが、実際には納
品物が不足しており、本来決められた
確認方法を守らずチェックを記載した
可能性が考えられます。作業に携わる
担当者に対して、作業内容の振り返り
を行い、作業内容が違う場合には正し
い作業の説明を行います。

5月26日
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9 天竜福祉工場 その他 5月30日

電話対応について ホームページのお問合せフォームよ
り、「先日事務所へ電話した際に、不
愉快な対応をされました。受け取った
側は、名前も言わずにこちらが要件を
言うだけ言ったのですが、とても電話
を受ける側とは思えない対応をされま
した。ちゃんとそういう対応ができる
ようになって欲しいです。」とのご意
見をいただいた。

詳細が不明であったため、申立者に対
して確認のメールを送りましたが、１
週間経過しても返信がありませんでし
た。苦情内容については事務所内及び
職員会議にて伝達し、電話対応に関し
て改めて注意喚起を行うこととしまし
た。

6月6日

10 天竜福祉工場 当会職員 7月11日

納品物の未納について 7月11日分のバスタオル130枚（Mサイ
ズ）が未納である。7月12日9時からの
使用分のため、本日中に納品してもら
いたい。

納品予定データを確認し、当日中に未
納分製品を納品しました。7月8日に集
配者から数量変更の連絡を受けた際、
変更連絡表への記載と納品予定データ
の入力を行いました。変更はLサイズで
したが、Mサイズの数量を変更したため
未納となりました。変更連絡表をもと
に変更数量のダブルチェックを行って
いますが、間違った数量（Mサイズ0
枚）で記載されていたため、間違いに
気付くことができませんでした。集配
者は必ずバスタオルのサイズも含めて
出荷係に伝え、出荷係もサイズ確認を
行うこととしました。また、対象日前
後の集配日の納品数量にも目を配るよ
うにします。

7月13日
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11 天竜福祉工場 その他 7月11日

納品物の品物間違いに
ついて

夏場はタオルケットを使用しており、
掛け包布（38枚）は必要なく、敷シー
ツ（38枚）が必要であった。敷シーツ
を本日中に納品してもらいたい。

謝罪し、当日中に製品の交換対応を行
いました。当該取引先は夏季にタオル
ケットを使用しているため、掛け包布
は納品物に入っていません。出荷指示
も「敷シーツ」となっていましたが、
出荷準備の段階で「掛け包布」と思い
込んで準備し、出荷伝票との照らし合
わせも不十分だったことが原因です。
納品物の再確認及び出荷物を準備した
際には、他者によるチェックを怠らな
いようにします。

7月11日

12 天竜福祉工場 その他 7月19日

請求金額の間違いにつ
いて

6月10日納品分の下拭きタオル（黄色）
80枚について、納品書は手書きで0枚に
訂正してあるが、80枚で請求されてい
るのはなぜか確認してもらいたい。

確認したところ請求間違いが判明した
ため、謝罪し、納品数の修正を行うこ
とで了承いただきました。製品納品の
際、変更等があれば集配者が受領書を
手書きで訂正し持ち帰ってくるため、
事務所出荷担当者が受領書等を確認し
ながら納品数の変更を入力していま
す。今回受領書は手書きで訂正されて
いましたが、システム上での変更入力
ができていなかったことが原因です。
ダブルチェックももれてしまい、間違
いに気づくことができませんでした。
集配者が手書きで納品数を訂正した場
合には、事務所出荷担当者が必ず差し
替え伝票を発行してダブルチェックを
行い、次回集配時には受領書に先方ご
担当者の押印をもらい差し替えること
とします。

7月20日
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13 天竜福祉工場 その他 7月19日

ラバーシーツでの尿漏
れについて

納品されたラバーシーツの防水が効い
ておらず、尿がシーツにまで通過して
しまったため、交換してもらいたい。

謝罪し、新しいラバーシーツを納品す
ることを伝えました。ラバーシーツは2
層と3層があり、生地の枚数が異なりま
す。2層・3層ともに防水機能自体に問
題はなく、今までも2層のラバーシーツ
で問題はありませんでした。今回は2層
のラバーシーツの流動期間が長く、通
常よりも薄くなっていたことが原因で
尿漏れしたと考えらえます。当該施設
は次回より3層のラバーシーツを出荷準
備し納品することとしました。また、
たたみ作業の際には生地の劣化や縫い
目のほつれ等を目視で確認し、状態が
悪いものは外すようにするとともに、1
回/月は各ラバーシーツに水を通し、防
水が効いているかチェックを行いま
す。

7月19日

14 天竜福祉工場 その他 7月28日

伝票の納品数記載間違
いについて

伝票記載数量（ドビー織毛布S）が33枚
となっているが、現物は43枚あった。
伝票を修正してほしい。

謝罪し、修正した差替伝票を持参して
受領サインをいただきました。当該製
品については、シーツローラ―受け取
り作業担当の従業員が数量をチェック
し、荷造り担当の職員がコンテナに詰
める際に数量をチェックするダブル
チェック体制で作業を行い、出荷伝票
に記載する流れとなっています。今
回、荷造りを担当した職員が他の機械
のトラブルのため途中で作業を抜け、
他の職員が代わりに作業に入りました
が、その際の正確な数量の伝達が不十
分であったことが原因です。ダブル
チェックは継続するとともに、荷造り
担当職員が製品をコンテナに積み込む
際には、数量が正しいかどうか声出し
確認を行うこととします。また、基本
的には途中で作業する職員が変わらな
いような体制をとることとします。

8月1日
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15 天竜福祉工場 当会職員 10月31日

納品物の品物間違いに
ついて

巻オシボリ700本の注文に対して、巻下
拭きタオル700本が届いた。巻オシボリ
700本を納品してもらいたい。

謝罪し、巻オシボリを納品しました。
荷造りを行う作業者と、物品・数量を
確認するチェック者の双方が品名の表
示を見落としてしまったことが原因で
す。荷造りの際には、出荷指示票に記
載された品名・数量を確認しながら準
備していますが、「巻オシボリ」と
「巻下拭きオシボリ」の表記を見間違
えてしまったと考えられます。出荷指
示票は、あらかじめ品名の種類ごとに
色マーカーを付けておき、品名を判別
しやすくします。

11月1日

16 天竜福祉工場 当会職員 11月14日

納品数間違いについて バスタオル120枚発注したところ、100
枚しか入っていなかった。不足してい
る分を納品してもらいたい。

謝罪し不足分を納品させていただく旨
伝えたところ、翌日納品時でよいとの
返答をいただいたため、翌日に不足分
を納品しました。荷作りの際、本来は
一施設分の荷物を一人の作業員が準備
し、別の作業員がチェックすることに
なっていますが、今回は業務を行うな
かで一人の作業員が途中まで準備し、
別の作業員が残りを準備してチェック
する体制をとっていました。そのた
め、お互いの伝達ミスや思い込みなど
が生じ、さらに最終チェックがしっか
りできていなかったことが原因として
考えられます。長時間作業から抜ける
場合を除き、一つの荷物を作る工程で
は必ず一人の作業員が最初から最後ま
で荷物を準備することを徹底します。
また、チェックする作業員も作業標準
書に基づき、品物ごとの枚数確認を行
うこととします。

11月15日
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17 天竜福祉工場 当会職員 12月6日

納品数間違いについて バスタオル130枚発注したところ、100
枚しか入っていなかった。不足してい
る分を納品してもらいたい。

謝罪し納品させていただく旨を伝えた
ところ、次回納品時でよいとの返答を
いただいたため、12/8に追加で納品い
たしました。荷造りの際には、出荷担
当者が出荷指示票を受け取ってから荷
物を準備する手順になっていますが、
出荷指示票を受け取る前に納品物を予
測して荷造りしており、思い込みから
の誤認や最終チェックがしっかりでき
ていなかったことが原因と考えられま
す。荷造りの際には、納品数に関係な
く従来の手順を変えずに作業を行い、
チェックの強化をします。また、複数
の作業者が同時進行で一施設の荷物造
り作業を行わないようにします。

12月6日

18 天竜福祉工場 その他 12月12日

クリーニングに出した
白衣の未返却について

11月にクリーニングに出した医師の白
衣が戻ってきていないため、確認をし
てほしい。

伝票の確認と福祉工場内の捜索をしま
したが、伝票上ではお預かりした物は
全て返却されており、未返却の白衣は
見つかりませんでした。当該施設にお
ける白衣クリーニングは、当該施設事
務所にてドライバーが直接白衣を受け
取り、伝票を記入しています。白衣を
手渡したとの話があった日は主担当の
ドライバーが対応しており、伝票記入
の方法も把握していました。仮にドラ
イバーが伝票を記入し忘れた場合には
工場内の作業場にて記入することに
なっており、預かっていない可能性が
あります。今回の白衣紛失について
は、当該施設と当事業所の双方で白衣
が見つからないため、弁償対応する旨
を伝えて了承いただきました。なお、
今後は当該施設職員に伝票を記入して
いただき、ドライバーが白衣と伝票を
合わせてお預かりする方法に変更する
こととし、了解を得ました。

12月15日
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19 天竜福祉工場 当会職員 1月9日

納品物の数量間違い
（中止分が届いた）に
ついて

1/6（金）に中止の連絡をしたが、荷物
（巻き下拭きタオル600本、オムツ回収
袋15枚）が届いたので回収してもらい
たい。

謝罪し、中止分の製品は回収しまし
た。出荷する荷物は品物名や数量が記
載された出荷指示票をもとに準備して
いますが、1/6（金）に申立施設から数
量変更の連絡を受けた際には、すでに
1/9（月）分の出荷指示票が発行されて
おり、その記載内容をもとに荷物の準
備をしていました。出荷担当者はシス
テム上で中止分を削除しましたが、荷
造りを行っている工場出荷場所へ中止
分の連絡をしなかったため、中止分が
反映されていない荷物を準備し届けて
しまいました。出荷指示票の発行後数
量変更を受けた時は、①変更内容をメ
モし納品データ入力・変更（システ
ム）へ変更内容を入力、②対象出荷場
所へ変更内容を連絡、③必ずメモに対
象出荷場所TEL済みと記載、④他職員が
ダブルチェックしTEL済みかどうかも目
視確認の手順で作業を行います。

1月11日

20 天竜福祉工場 その他 1月30日

納品物の数量間違いに
ついて

1/27（金）に納品中止の連絡をした
が、荷物（下拭きタオル黄500枚、オム
ツ回収袋10枚）が届いたので回収して
もらいたい。

謝罪し、中止分の製品は回収しまし
た。1/27（金）に集配者より1/30
（月）分の数量変更連絡を受けた際、
数量変更の内容を納品マスタ（システ
ム）に入力しましたが、荷造りを行っ
ている出荷場所への伝達を怠ったた
め、中止分を誤って納品していまし
た。金曜日の数量変更作業について、
①変更数量表に集配者から連絡を受け
た変更数量を記入する、②①の変更内
容を納品予定マスタに入力しレ点
チェックをする、③対象出荷場所へ数
量変更を伝える度全てにレ点チェック
をする方法に統一し、基本を徹底する
こととしました。

2月3日
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21 天竜福祉工場 当会職員 2月3日

納品物の未納について 先日2/1（水）にバスタオル20枚を追加
してもらいたいと伝えたが、本日届か
なかったため納品してもらいたい。

謝罪しすぐに不足分を納品させていた
だきました。その後、原因を確認する
と申立施設の別フロアに納品予定のな
いバスタオル20枚が多く納品されてい
ることが判明し回収しました。荷造り
担当職員が事務所出荷担当職員から追
加変更内容について連絡を受けた際、
メモをし記憶したはずでしたが、メモ
を確認しないまま間違った記憶をもと
に荷造りをしたことが原因と考えられ
ます。また、メモをしっかり管理して
おらず出荷場の机に置いてある状態の
ため、紛失する可能性が高い状況でも
あります。是正として荷造り担当職員
が使用する「追加変更ノート」を作成
し、追加変更連絡のメモを貼り付けて
整理・確認しながら荷造りを行いま
す。ダブルチェックの際には「追加変
更ノート」の内容にレ点チェックを入
れながら、製品名・数量・施設名ラベ
ルと品物に間違いがないか確認するこ
ととします。

2月8日

22 天竜福祉工場 その他 2月3日

請求書の間違いについ
て

1/11分でラバーシーツ60枚が請求され
ているが、納品されておらず納品書も
ない。確認し、納品されていなければ1
月分の請求書から削除し再発行しても
らいたい。

謝罪し、誤請求分を削除した請求書を
再発行して次回集配日にお渡ししまし
た。1/11分の受領書を確認したところ
ラバーシーツ60枚の記載はありません
でしたが、システム上の納品データに
は当該製品が入力されていました。
1/11以降にシステム上での入力ミスが
あったと思われますが、原因の特定が
できませんでした。是正として、2～3
月分の請求書発行時には出荷明細一覧
表（1ヶ月分の納品した製品名・数量が
まとめて記載されている）と受領書
（納品時、事業所控えとして持ち帰る
書類）の納品数照合を実施することと
しました。

2月28日
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23 天竜福祉工場 その他 2月8日

納品書が届いていない
件について

2/7、協力業者から次回の定期便納品時
（2/8）にマットレスの納品書が届くと
聞いたが届かないため、どうなるのか
確認してもらいたい。

謝罪し、次回納品時に納品書をお渡し
する旨を伝えて了承いただきました。
マットレスの納品は協力業者、納品書
の作成は当事業所で実施しています。
当事業所での納品伝票の準備がずれ込
み、次々回定期便（2/10）でのお届け
になる旨、申立施設に伝えていなかっ
たことが原因です。今後、協力業者が
製品を直納する場合には、納品日を当
事業所の定期便集配日に合せることと
します。なお、納品時間は当事業所の
配送時間の方が早いため、納品伝票の
備考欄に「本日別便納品」と追記のう
え担当集配者にも伝えるようにしま
す。

2月15日

24 天竜福祉工場 当会職員 2月10日

納品物の品物間違いに
ついて

月初の火曜日に全防水掛布団カバーを
納品してもらっているが、2/7（火）に
届いた物が全防水敷布団カバー20枚で
あった。訂正して正しい品物を納品し
てもらいたい。

謝罪し、すぐさま回収および正しい品
物を納品させていただきました。2/7分
の出荷準備は従業員だけで作業を行っ
ておりました。従業員に対して、出荷
頻度が少ないラバーシーツや全防水製
品に関する事前説明が不足しており、
製品の把握ができていないなかで出荷
作業を行っていたためミスが生じまし
た。出荷作業者に対して全防水掛布団
カバーと全防水敷布団カバーの違いを
説明し、サイズ等の理解ができるよう
にします。また、各々の保管場所を説
明し、棚の表示ラベルの横に掛け（黄
色）、敷き（赤色）のラベルを貼り分
かりやすくしました。

2月11日
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25 天竜福祉工場 当会職員 3月14日

他施設分の私物衣類混
入について

3/14（火）に納品された衣類の中に、
他施設の私物衣類が2カゴ分程度入って
いた。どのように対応すればよいか教
えてもらいたい。

謝罪し、次回集配時（3/16）に返却し
ていただくよう依頼しました。3/11
（土）に申立施設分の回収衣類を洗
濯・乾燥後に畳んでいた際、次に洗
濯・乾燥された衣類も申立施設分だと
思い込み、混入させてしまった可能性
が高いです。是正として、たたみ場の
ルールを明確にし、①たたみ作業を始
める前に施設名記入札を作業場の柱に
取り付ける、②洗濯終了後の衣類をた
たみ室の作業テーブルに移し替える
際、再度、作業者が施設名記入札と衣
類に記入されている施設名が一致して
いるか確認、③一つの納品範囲（施
設・階・ユニット）のたたみ作業が終
わる前に次の納品範囲の衣類を作業
テーブルに乗せない、④衣類計量後、
職員は出荷準備の際に名札と衣類に記
入されている施設名が一致しているか
最終確認を行うこととしました。

3月17日


